
関係居宅介護支援事業所 各位

「特別警戒地域」に該当する都道府県が 30 都道府県に上っており、更に増加する見込みで

す。中国地方においても感染が拡大しているため、利用制限のルールを変更いたします。

11月 16 日更新 11 月 15 日～11 月 21日（原則毎週月曜更新）

特別警戒地域(直近 1週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者が 3を超える都道府県)

北海道  31.79 岩手県  5.05 宮城県 4.86

東京都 21.24 神奈川県 12.93 埼玉県 10.79

千葉県 8.70 茨城県 9.97 群馬県 4.58

山梨県 4.56 新潟県 3.33 長野県 7.08

福井県 3.91 愛知県 14.80 岐阜県 5.49

静岡県 9.28 三重県 5.67 大阪府 25.29

兵庫県 14.69 京都府 7.67 滋賀県 5.16

奈良県 11.05 和歌山県 6.27 岡山県 5.40

山口県 6.33 愛媛県 5.90 福岡県 3.21

熊本県 3.15 大分県 4.85 宮崎県 5.03

沖縄県 17.89

※広島県は 1.78 ですが、広島市を中心に感染が拡大しています。

 「ご利用者本人」及び「同居のご家族等」が「広島以外の都道府県」に「訪問」又は「滞

在」した場合、帰ってから 4 日間はサービス利用を控え、発熱等の疑わしい症状がない

か、いつも以上に注意してください。

 4 日間経過しても発熱等の疑わしい症状がない場合は、サービス利用は可能です。

 発熱等の症状がある場合は、必ず医療機関に受診するよう勧めてください。

 万一、感染が確認された場合は、速やかに情報を提供してください。

 家庭内において十分な感染防止対策が取られるよう注意してください。

※国等から別途通知等が発出された場合は、この取り扱いを変更することがあります。

ご利用の方には、大変なご不便をおかけいたしますが、感染拡大を防止するための措置です

ので、ご理解の上ご協力くださいますようお願い申し上げます。

併設の特別養護老人ホーム御薗寮では、11月 24 日より当分の間面会を休止します。

オンラインによる面会は引き続きご利用いただけます。

詳細は本会ホームページでご確認ください。

※次回は 11月 30（月）に更新します。

令和 2年 11 月 24 日

社会福祉法人本永福祉会

みその寮ショートステイサービス

デイサービスセンターみその


